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運用報告書（全体版） 

三菱ＵＦＪ  
グローバルバランス（安定型） 

 

愛称：未来地図 

 
 

第20期（決算日：2018年７月23日） 
 

 

 

受益者のみなさまへ 
 

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、お手持ちの「三菱ＵＦＪ グローバルバラン

ス（安定型）」は、去る７月23日に第20期の決算を行

いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げ

ます。 

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い

申し上げます。 

 

当ファンドの仕組みは次の通りです。 

商 品 分 類 追加型投信／内外／資産複合 

信 託 期 間 無期限（1998年12月２日設定） 

運 用 方 針 

中長期的な経済シナリオに基づき、「日本株式」、
「日本債券」、「外国株式」、「外国債券」の４つの
マザーファンドおよび短期金融商品への適切な
アセットアロケーションを行うことにより、中
長期的に信託財産の安定的な成長をめざします。 
アセットアロケーションの見直しは適宜行います。 
各ファンドの資産配分については、ＭＵ投資顧
問株式会社の投資助言を受けます。 

主要運用対象 

ベ ビ ー
フ ァ ン ド 

日本株式マザーファンド受益証券、
日本債券マザーファンド受益証券、
外国株式マザーファンド受益証券お
よび外国債券マザーファンド受益
証券を主要投資対象とします。この
ほか、当ファンドで直接投資するこ
とがあります。 

日 本 株 式 

マザーファンド 
わが国の株式を主要投資対象とし
ます。 

外 国 株 式 

マザーファンド 
外国の株式を主要投資対象とします。 

日 本 債 券 
マザーファンド 

わが国の公社債を主要投資対象と
します。 

外 国 債 券 
マザーファンド 

わが国を除く世界主要国の公社債
を主要投資対象とします。 

主な組入制限 

ベ ビ ー
フ ァ ン ド 

株式への実質投資割合は、信託財産
の純資産総額の50％以下とします。 
外貨建資産への実質投資割合は、信
託財産の純資産総額の50％以下と
します。 

日 本 株 式 
マザーファンド 

株式への投資割合に制限を設けま
せん。 
外貨建資産への投資は行いません。 

外 国 株 式 
マザーファンド 

株式への投資割合に制限を設けま
せん。 
外貨建資産への投資割合に制限を
設けません。 

日 本 債 券 

マザーファンド 
外貨建資産への投資は行いません。 

外 国 債 券 
マザーファンド 

外貨建資産への投資割合に制限を
設けません。 

分 配 方 針 

経費等控除後の配当等収益および売買益（評価
益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分
配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案し
て、委託会社が決定します。ただし、分配対象収
益が少額の場合には、分配を行わないことがあ
ります。 

※ 当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。 
※ 公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュ

ニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。 
詳しくは販売会社にお問い合わせください。 
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三菱ＵＦＪ グローバルバランス（安定型）

本資料 の表記にあたって  

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合
計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。 

・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。 

 

○最近５期の運用実績 
 

決 算 期 
基 準 価 額 

株   式 
組 入 比 率 

株   式 
先 物 比 率 

債   券 
組 入 比 率 

債   券 
先 物 比 率 

純 資 産 
総 額 (分配落) 

税 込 み 
分 配 金 

期 中 
騰 落 率 

 円 円 ％ ％ ％ ％ ％ 百万円 

16期(2014年７月22日) 10,626 300 5.6 41.5 － 54.1 － 1,672 

17期(2015年７月22日) 11,332 600 12.3 37.2 － 58.2 － 1,482 

18期(2016年７月22日) 10,739 0 △ 5.2 38.6 － 56.4 － 1,345 

19期(2017年７月24日) 11,146 400 7.5 37.4 － 57.7 － 999 

20期(2018年７月23日) 11,342 200 3.6 35.9 － 58.7 － 912 
 

（注） 基準価額の騰落率は分配金込み。 

（注） 当ファンドでは、投資対象とする各親投資信託がそれぞれ設定されたベンチマークを上回る運用成果をめざす運用を行っており、値動

きを表す適切な指数が存在しないため、当ファンドの基準価額動向と比較するベンチマークおよび参考指数はありません。 

（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載

しております。 

（注） 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。 
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三菱ＵＦＪ グローバルバランス（安定型）

○当期中の基準価額と市況等の推移 

年 月 日 
基 準 価 額 株   式 

組 入 比 率 
株   式 
先 物 比 率 

債   券 
組 入 比 率 

債   券 
先 物 比 率  騰 落 率 

(期  首) 円 ％ ％ ％ ％ ％ 

2017年７月24日 11,146 － 37.4 － 57.7 － 

７月末 11,081 △0.6 36.4 － 57.9 － 

８月末 11,150 0.0 37.1 － 57.4 － 

９月末 11,368 2.0 37.9 － 56.1 － 

10月末 11,541 3.5 36.8 － 57.4 － 

11月末 11,649 4.5 37.1 － 57.1 － 

12月末 11,772 5.6 36.9 － 57.3 － 

2018年１月末 11,813 6.0 38.7 － 55.0 － 

２月末 11,604 4.1 36.7 － 55.6 － 

３月末 11,467 2.9 37.0 － 57.1 － 

４月末 11,506 3.2 36.9 － 57.6 － 

５月末 11,517 3.3 35.9 － 58.5 － 

６月末 11,502 3.2 35.5 － 59.2 － 

(期  末)       

2018年７月23日 11,542 3.6 35.9 － 58.7 － 
 

（注） 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。 

（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載

しております。 

（注） 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。 
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三菱ＵＦＪ グローバルバランス（安定型）

○１万口当たりの費用明細 (2017年７月25日～2018年７月23日) 

項 目 
当 期 

項 目 の 概 要 
金 額 比 率 

  円 ％  

（a） 信 託 報 酬 200  1.742  (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率× 
           （期中の日数÷年間日数） 

 （ 投 信 会 社 ） (104)  (0.903)  ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書 
等の作成等の対価 

 （ 販 売 会 社 ） ( 87)  (0.753)  交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等 
の対価 

 （ 受 託 会 社 ） ( 10)  (0.086)  ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価 

（b） 売 買 委 託 手 数 料 4   0.034   (b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 
有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 

 （ 株  式 ） (  4)  (0.034)   

（c） 有 価 証 券 取 引 税 0   0.004   (c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 
有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 

 （ 株  式 ） (  0)  (0.004)   

（d） そ の 他 費 用 2   0.019   (d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 

 （ 保 管 費 用 ） (  2)  (0.015)  有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 

 （ 監 査 費 用 ） (  0)  (0.004)  ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用 

 （ そ の 他 ） (  0)  (0.000)  信託事務の処理等に要するその他諸費用 

 合 計 206   1.799    

期中の平均基準価額は、11,497円です。  

 
（注） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結

果です。 

（注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 

（注） 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンド

に対応するものを含みます。 

（注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに

小数第３位未満は四捨五入してあります。 
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三菱ＵＦＪ グローバルバランス（安定型）

○売買及び取引の状況 (2017年７月25日～2018年７月23日) 

 

銘 柄 
設 定 解 約 

口 数 金 額 口 数 金 額 
 千口 千円 千口 千円 
日本株式マザーファンド 7,885 25,404 32,350 108,966 

日本債券マザーファンド 39,294 57,181 50,095 73,080 
外国株式マザーファンド 15,904 37,896 20,639 48,874 
外国債券マザーファンド 5,025 10,471 18,439 39,263 

 
 
 

○株式売買比率 (2017年７月25日～2018年７月23日) 

 

項 目 
当 期 

日本株式マザーファンド 外国株式マザーファンド 

(a) 期中の株式売買金額 9,091,299千円 5,200,092千円 
(b) 期中の平均組入株式時価総額 5,019,392千円 8,086,086千円 

(c) 売買高比率（a）／（b） 1.81   0.64   
 

（注） (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。 

 

○利害関係人との取引状況等 (2017年７月25日～2018年７月23日) 

 

＜三菱ＵＦＪ グローバルバランス（安定型）＞ 

 該当事項はございません。 

 

＜日本株式マザーファンド＞ 

区       分 
買付額等 

Ａ 

  
売付額等 

Ｃ 

  

うち利害関係人
との取引状況Ｂ 

Ｂ
Ａ

 

うち利害関係人
との取引状況Ｄ 

Ｄ
Ｃ

 

 百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 
株式 3,414 943 27.6 5,676 1,874 33.0 

平均保有割合 4.9%       
 
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。 

 

親投資信託受益証券の設定、解約状況 

利害関係人との取引状況 
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三菱ＵＦＪ グローバルバランス（安定型）

＜外国株式マザーファンド＞ 

区       分 
買付額等 

Ａ 

  
売付額等 

Ｃ 

  

うち利害関係人
との取引状況Ｂ 

Ｂ
Ａ

 

うち利害関係人
との取引状況Ｄ 

Ｄ
Ｃ

 

 百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 
為替直物取引 4,178 48 1.1 3,573 21 0.6 

平均保有割合 1.4%       
 
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。 

 

＜日本債券マザーファンド＞ 

区       分 
買付額等 

Ａ 

  
売付額等 

Ｃ 

  

うち利害関係人
との取引状況Ｂ 

Ｂ
Ａ

 

うち利害関係人
との取引状況Ｄ 

Ｄ
Ｃ

 

 百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 
公社債 2,234 292 13.1 2,950 603 20.4 

平均保有割合 5.4%       
 
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。 

（注） 公社債には現先などによるものを含みません。 

 

＜外国債券マザーファンド＞ 

区       分 
買付額等 

Ａ 

  
売付額等 

Ｃ 

  

うち利害関係人
との取引状況Ｂ 

Ｂ
Ａ

 

うち利害関係人
との取引状況Ｄ 

Ｄ
Ｃ

 

 百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 
為替直物取引 82 － － 177 0.175068 0.1 

平均保有割合 24.0%       
 
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。 

 

 

＜日本株式マザーファンド＞ 

種       類 買 付 額 売 付 額 当 期 末 保 有 額 

 百万円 百万円 百万円 
株式 － 172 66 

 
 
 

＜日本債券マザーファンド＞ 

種       類 買 付 額 売 付 額 当 期 末 保 有 額 

 百万円 百万円 百万円 
公社債 － 100 306 

 
 
 

利害関係人の発行する有価証券等 
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三菱ＵＦＪ グローバルバランス（安定型）

 

＜日本債券マザーファンド＞ 

種     類 買 付 額 

 百万円 
公社債 700 

 
 
 

 

項 目 当 期 
売買委託手数料総額（A） 337千円 
うち利害関係人への支払額（B） 86千円 

（B）／（A） 25.7％   
 

（注） 売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。 
 

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱
ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ、三菱ＵＦＪリース、ア
コム、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券です。 

 

○組入資産の明細 (2018年７月23日現在) 

 

銘 柄 
期首(前期末) 当 期 末 

口 数 口 数 評 価 額 

 千口 千口 千円 

日本株式マザーファンド 89,702 65,238 225,736 

日本債券マザーファンド 330,329 319,528 466,512 

外国株式マザーファンド 51,162 46,427 109,582 

外国債券マザーファンド 52,529 39,116 81,377 
 
 
 

親投資信託残高 
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三菱ＵＦＪ グローバルバランス（安定型）

○投資信託財産の構成 (2018年７月23日現在) 

項 目 
当 期 末 

評 価 額 比 率 

 千円 ％ 

日本株式マザーファンド 225,736 24.0 

日本債券マザーファンド 466,512 49.7 

外国株式マザーファンド 109,582 11.7 

外国債券マザーファンド 81,377 8.7 

コール・ローン等、その他 55,886 5.9 

投資信託財産総額 939,093 100.0 
 

（注） 外国株式マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（8,672,838千円）の投資信託財産総額（8,734,918千円）に対する比率

は99.3％です。 

（注） 外国債券マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（347,348千円）の投資信託財産総額（354,394千円）に対する比率は98.0％

です。 

（注） 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは

以下の通りです。 

１アメリカドル＝110.96円 １カナダドル＝84.53円 １メキシコペソ＝5.83円 １ユーロ＝130.28円 

１イギリスポンド＝145.90円 １スイスフラン＝111.98円 １スウェーデンクローネ＝12.54円 １ノルウェークローネ＝13.59円 

１デンマーククローネ＝17.48円 １ポーランドズロチ＝30.14円 １オーストラリアドル＝82.40円 １香港ドル＝14.14円 

１シンガポールドル＝81.54円 １ニュー台湾ドル＝3.61円 １インドルピー＝1.63円 １南アフリカランド＝8.29円 
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三菱ＵＦＪ グローバルバランス（安定型）

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2018年７月23日現在) 

項 目 当 期 末 

  円 

(A) 資産 939,093,834   

 コール・ローン等 36,179,115   

 日本株式マザーファンド(評価額) 225,736,994   

 日本債券マザーファンド(評価額) 466,512,109   

 外国株式マザーファンド(評価額) 109,582,474   

 外国債券マザーファンド(評価額) 81,377,754   

 未収入金 19,705,388   

(B) 負債 26,239,979   

 未払収益分配金 16,097,580   

 未払解約金 1,942,576   

 未払信託報酬 8,181,635   

 未払利息 69   

 その他未払費用 18,119   

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 912,853,855   

 元本 804,879,034   

 次期繰越損益金 107,974,821   

(D) 受益権総口数 804,879,034口 

 １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 11,342円 
 
＜注記事項＞ 

①期首元本額 896,538,658円 

期中追加設定元本額 50,639,800円 

期中一部解約元本額 142,299,424円 

また、１口当たり純資産額は、期末1.1342円です。 

○損益の状況 (2017年７月25日～2018年７月23日) 

項 目 当 期 

  円 

(A) 配当等収益 △     18,086   

 受取利息 181   

 支払利息 △     18,267   

(B) 有価証券売買損益 47,844,063   

 売買益 53,745,060   

 売買損 △  5,900,997   

(C) 信託報酬等 △ 17,104,633   

(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 30,721,344   

(E) 前期繰越損益金 76,587,602   

(F) 追加信託差損益金 16,763,455   

 (配当等相当額) (  110,424,542)  

 (売買損益相当額) (△ 93,661,087)  

(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) 124,072,401   

(H) 収益分配金 △ 16,097,580   

 次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) 107,974,821   

 追加信託差損益金 16,763,455   

 (配当等相当額) (  110,460,532)  

 (売買損益相当額) (△ 93,697,077)  

 分配準備積立金 91,211,366   
 

（注） (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

（注） (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて

表示しています。 

（注） (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設

定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 

 

②分配金の計算過程 

項 目 
2017年７月25日～ 
2018年７月23日 

費用控除後の配当等収益額 8,567,750円 

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 22,153,594円 

収益調整金額 110,460,532円 

分配準備積立金額 76,587,602円 

当ファンドの分配対象収益額 217,769,478円 

１万口当たり収益分配対象額 2,705円 

１万口当たり分配金額 200円 

収益分配金金額 16,097,580円 

③「外国株式マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、親投資信託の純

資産総額に親投資信託の受益権総口数に占める当投資信託に属する受益権口数の割合に乗じて得た額に対し年10,000分の45の率を乗じて

得た額を委託者報酬の中から支弁しております。 

 

 

  



品 名：03_90003_920464_020_03_三菱ＵＦＪ  グローバルバランス（安定型）_733141.docx 

日 時：2018/9/3 13:20:00 

ページ：23 

 

― 23 ― 

三菱ＵＦＪ グローバルバランス（安定型）

○分配金のお知らせ  

１万口当たり分配金（税込み） 200円 
 
◆分配金は決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始しております。 

◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、2018年７月23日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

◆課税上の取り扱い 

・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金

（特別分配金）」に分かれます。 

・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、

下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。 

・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額

が、その後の個々の受益者の個別元本となります。 

・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、20.315％（所得税15％、復興

特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することも

できます。 

 

※法人受益者に対する課税は異なります。 

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。 

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。 

※NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所

得が一定期間非課税となります。 

 

＊三菱ＵＦＪ国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社に

お問い合わせいただくか、当社ホームページ（https://www.am.mufg.jp/）をご覧ください。 

 
［ お 知 ら せ ］ 

①信用リスクを適正に管理する方法を新たに定める（分散型に分類）ため、信用リスク集中回避のための投資制限の追加およびこれに伴う

投資制限の記載の変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。 

（2017年10月24日） 

②当社ホームページアドレス変更に伴う記載変更を行うため電子公告のアドレスを変更し、信託約款に所要の変更を行いました。 

（変更前（旧）http://www.am.mufg.jp/ → 変更後（新）https://www.am.mufg.jp/） 

（2018年１月１日） 

③本資料内における旧シティ債券インデックスは、ブランド変更に伴い、ＦＴＳＥ債券インデックスの名称に変更しています。 

④2014年１月１日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15％に2.1％の率を乗じた復興

特別所得税が付加され、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％（法人受益者は15.315％の源泉徴収が行われます。））

の税率が適用されます。 
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